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議会運営委員会 

 

平成３０年１２月１０日（月曜日）午前１０時３５分開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 吉 成 伸 一  副 委 員 長 相 馬   剛  

委 員 森 本 彰 伸  委 員 佐 藤 一 則  

委 員 大 野 恭 男  委 員 鈴 木 伸 彦  

委 員 齋 藤 寿 一  委 員 中 村 芳 隆  

 

欠席委員（なし） 

 

オブザーバー（２名） 

議 長 君 島 一 郎  副 議 長 山 本 はるひ  

 

出席議会事務局職員 

事 務 局 長 石  塚  昌  章   議 事 課 長 小  平  裕  二   

議事課長補佐 
兼庶務係長 

田  野  恵  子   議事調査係長 関  根  達  弥   

主 査 室  井  良  文     

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長挨拶 

  ３．協議事項 

    ⑴タブレット端末使用基準について 

    ⑵議会運営委員会の今後取り組むべき事項について 

    ⑶その他 

  ４．その他 

  ５．閉  会 
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開会 午前１０時３５分 

 

◎開会の宣告 

○吉成委員長 すみません、お待たせをいたしまし

た。 

  それでは、本会議に続きまして議会運営委員会

を開催したいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○吉成委員長 早速ですが、協議事項に入ってまい

りたいと思います。 

  ⑴タブレット端末使用基準について、みなさん

のお手元の資料をごらんください。 

  前回示させていただいたものが項目ごとにそれ

ぞれ箇条書き程度にあったものを端末の使用基準

ということで１条から14条までということで条文

化されております。 

  それでは、関根係長のほうから説明をお願いい

たします。 

  係長。 

○関根議事調査係長 それでは説明いたします。 

  資料につきましては那須塩原市議会タブレット

端末使用基準をごらんいただければと思います。 

  先ほど委員長さんからお話がありましたとおり、

前回まで項目立てして箇条書き程度にお示しした

内容について、今回例規的な形をとりまして整理

したものとなってございます。 

  ２点ほど大きな変更がございますので、そこを

中心にご説明させていただきます。 

  １点目の資料の４ページ、５ページをお開きい

ただければと思います。 

  第４条に規定してございますタブレット端末の

破損、紛失の際の届け出関係の様式、それから第

９条に規定してございますアプリケーションソフ

トの追加につきましての様式を新たに報告資料と

して追加させていただいた次第でございます。 

  もう１点目の変更が、若干小さい話ではあるん

ですが、前回第２条の定義の中で、使用者という

ようなところを市議会議員と事務局職員と、それ

から議長が許可した者というふうにさせていただ

きました。主に想定しておりましたのは、議案を

提出する総務課の担当ですとか防災担当の職員、

それから情報担当のシティプロモーション課担当

なんかを想定して議長が許可した者というような

ところを項目立てしておりましたが、この使用基

準の中で使用者、例えば第３条を見ていただきま

すと、使用者にタブレット端末を貸与するという

ふうなところと不整合を起こしてございましたの

で、２条の議長が許可した者というふうなところ

を削除しまして、そこについては運用の中で決め

ていくことでいかがかというふうなことにした次

第でございます。 

  それ以外につきましては、先ほど委員長さんか

らあったとおりの項目立てについて例規的な整理

した内容となってございます。 

  説明としては以上とさせていただければと思い

ます。 

○吉成委員長 今、皆さんにぱっと資料をお目通し

いただいて、何かありますかというのもなかなか

厳しいとは思うんですが、この後それぞれまた精

査をしていただいて、また会話の中でも意見交換

をしていただいて、最終決定をしていきたいと思

います。 

  最終決定に関しましては、18日に議運を開く予

定となっておりますので、その際に皆さんからの

ご意見をいただきながら、微調整があれば調整を

して、それで決めてまいりたいと思いますので、
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本日はこのような形でよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 それでは、続きまして⑵のほうに移

ってまいりたいと思います。 

  議会運営委員会の今後取り組むべき事項につい

て。 

  前回、それぞれ今回の那須塩原市議会基本条例

の検証結果から、今後取り組むべき事項というこ

とで幾つも項目があって、それをそれぞれこの

我々の任期中にやるもの、それからその後にやる

もの、それから２年間、あと我々の任期自体が２

年数カ月あるわけですが、その中で結果を出す、

検討していくというそういった３つのパターンに

分けたわけですけれども、そのうちの⑵に関しま

しては、今年度我々このメンバーの中で協議を進

めるという事項について、あらあらの案をつくら

せていただきましたので、ここでそれらの説明を

させていただきたいと思います。 

  まず初めに、取り組み実行計画について、これ

について係長のほうからお願いをいたします。 

  係長。 

○関根議事調査係長 それでは、取組実行計画につ

いてというふうなペーパーで説明をさせていただ

ければと思います。 

  今、委員長さんからありましたとおり、まずは

現状の確認、そんなところから始めさせていただ

ければと思います。 

  １番の取り組みの位置づけというふうなことで

すが、本市の市議会基本条例には⑴にありますと

おり、第20条に議会制度及び運営の見直しという

ことで議会は制度や運営の方法について継続的な

見直しを行いますよというふうなこと、それから

⑵にありますとおり、21条において必要に応じて

条例の目的が達成されているか検証し、必要と認

められる場合は適切な措置を講じる、そんなふう

に規定されているところでございます。 

  これをもとに、これまでの検討状況、取組状況

ですけれども、具体的に申し上げますと、議会基

本条例の検証をしていただいた中で検討していた

だいたことになっているかと思います。 

  ⑴から⑷はＰＤＣＡサイクルシートの内容とな

ってございます。 

  まず、⑴の検証につきましては、事務事業評価

を行いましたことから、取り組みの振りかえり評

価、それから具体的な改善策の検討につながった

というふうなことが挙げられます。 

  一方で、課題としまして、検証時期が定められ

ておりませんので、継続的なマネジメントサイク

ルになっていないというふうな課題が挙げられて

ございます。それに対する改善点として、取り組

み評価についてはマネジメントサイクルとなるよ

うなシステム化が必要とされております。 

  なお、今後の方向性として、取り組みに関する

条文について定量的な評価指標を設け、毎年度フ

ォローアップをし、改善策をもとに次年度以降の

成果評価指標にフィードバックするというふうに

されているところでございます。 

  その文脈等合うような形にはなりますが、中村

先生からもアドバイスをいただいている中で、大

きく申し上げますと、議会基本条例と実行計画を

分けるということで、条例の検証と事務事業評価

を分けたほうがいいんじゃないですかというふう

な第三者評価、アドバイスをいただいたところで

ございます。 

  具体的に申し上げますと、議会基本条例に基づ

く実行計画、議会や常任委員会としての年間活動

計画を作成し、具体的な活動は実行計画を検証し

たほうがいいんじゃないでしょうかというふうな

第三者評価をいただいたところでございます。 

  それらを受けまして、４番にありますとおり今
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後の具体的な取り組みとして、２のこれまでの検

証状況、検討状況を踏まえ、条例の検証ではなく、

議会自身の事務事業評価ツールとして取り組んで

いくための取り組み実行計画を考えてはどうか、

それと２番として事務事業評価をサイクル化、つ

まりは毎年度評価するために定常的な評価指標を

設定してはどうかというふうな内容になってござ

います。 

  ２ページ目に移ります。 

  ５番にありますとおり、では具体的な年間活動

計画、目標をどうやって作成していくかというふ

うなことですが、大きく２項目挙げてございます。 

  １点目がホチキスどめで後ろについております

ＰＤＣＡサイクルシート、こちらの左上の部分と

言えばいいでしょうか、Ａ４のこれを見ていただ

いて、左上の⑴プラン（計画）と青い部分、この

記載内容をベースとして、よりわかりやすい資料

になるように、成果指標を数値化、定量化すると

いうものでございます。中村先生の検証にもあり

ましたとおり、この目標の設定のところが非常に

大事で、点数化、70点なり50点なり点をつけると

なると、100点というのはどういう状態なのか、

50点とはどういう状態なのか、30点とはどういう

常態なのかわかるような目標でないと、市民にわ

かりにくいんじゃないですかというような検証、

それから研修でもそんなご指摘があったかと思い

ます。 

  それを受けまして、例示ですけれども、今ある

⑴プラン（計画）の部分について、これは議会基

本条例の３条の３号を明示しておりますけれども、

現在成果指標として①議会審議に必要な知識習得

機会の増加、②独自政策の立案の増加、③独自政

策の提言の増加としてあるものを、例えばですけ

れども①については条例等に係る研修の開催、受

講を３回とか、②番については独自政策の立案３

件とか、独自政策の提言５件とか、そういった形

での具体化した成果指標の設定が必要ではないか

と考えられるところでございます。 

  では、この立案というのはどういふうに数える

かというのは、またちょっと後段で少し関連する

ところがございますので、後段で説明させていた

だくとして、まずはこういった数値化が必要では

ないかというようなところが⑴でございます。 

  ⑵につきましては、中村先生からもありました

とおり、条例の検証ではなくて取り組み行動の評

価だよというふうなところでございまして、実は

検証の中でも条例ごとに評価はしましたが、こち

らにありますとおり段階評価及び管理評価一覧と

いうところで、大項目、それから中項目に整理し

て状況がどうかというふうな見方をしてございま

す。ですので、今回作成を検討する取り組み計画

につきましても、条例の項目だけではなくて、こ

ちらを大項目、中項目ごとにカテゴリーをし直し

て、似たような項目は一つにしていく、そんな整

理をして議会の事務事業評価を図っていってはど

うかというふうな提案に⑵のほうはなってござい

ます。 

  最後に今後のスケジュールですが、先ほども申

し上げましたとおり、マネジメントサイクルとい

うことで毎年度取り組んでいくということになり

ますと、平成30年度、今年度についても取り組む

必要があるだろうと考えております。 

  ただ、既に12月を迎えてございますので、来年

度30年度の振り返りをするときには、前年度ベー

ス、つまりは平成29年度ベースのプランで評価せ

ざるを得ないだろうと。ただし、31年度分につい

ては、来年の４月ごろまでにこの議運の中で具体

的な目標値を設定できれば、32年度に評価をする

際に、先ほども中村先生からあったようなわかり

やすさに配慮した評価ができるのではないか、そ
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んなふうに考えているところでございます。 

  簡単ですが説明は以上です。 

○吉成委員長 ありがとうございました。 

  今、係長のほうから説明いただいて聞きました。 

  今回検討で外部評価をいただいた中で、最も中

村健先生が重要ということに関しましては、今、

説明したとおりです。取組実施計画をつくるべき

だという提案をいただいておりましたので、前回

もこれらについては今後検討していきましょうと

いうことで了解を得ているわけですが、それらを

具体的にしていくために、きょうは前段での説明

とさせていただきました。 

  例えば、ちょっと２のほうを開いていただいて、

我々がＰＤＣＡサイクルの中でやったプラン（計

画）、説明があったとおり、ここでは事例として

一つ第３条の３項を出しているわけですけれども、

これを例えばの四角のほう見ていただくと、条例

等に係る研修の開催、受講３回、それから議会か

らの独自政策の立案を３回、それから議会からの

独自政策の提言が５件となっているわけです。こ

れは現実の数値としてこうでしたということにな

るわけです。 

  じゃ、これをプランの中で目的、目標、それを

100％はどこに置くかというのを今後検討してい

かなければならない。それによって明確になって

くるわけです。 

  残念ながら今回の検証の中では70％とか50％と

か30％という、余り具体的な形では示すことがで

きませんでしたけれども、今後検証していく際に

はここが明確になっていれば、非常に楽なという

か、一度つくるまでがちょっと苦労しますけれど

も、今後に関しましては非常にわかりやすく検証

が進む、それから実際に活動計画としてここまで

いっているのかというところがよくわかると思う

んです。それらを今後皆さんと協議をしながら進

めていきたいなと思います。 

  今後のスケジュールということでは、来年４月

までにはこれを具体的な目標数値として出してい

きたいと思いますので、これについても今後ちょ

っと目を皆さん通しておいていただいて、さまざ

まなご意見をいただきながら進めてまいりたいと

思います。 

  この中で何かお聞きたい点があればお願いいた

します。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 そうすると、今の説明はわかったんで

すが、これは実績としてそれぞれ①から③、３回、

３回、５件ということで、これが何％ということ

になると非常に難しいということで、結局100％

を何件に置くかということを考えるということで、

その辺について、じゃなぜその回数が100％にな

るのかということも考えなくてはならないという

ことでよろしいんですか。 

○吉成委員長 全くそのとおりで、そこが非常に悩

ましいところなんですが、皆さんでちょっと知恵

を出しながら目標設定してまいりたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

  そのほかにございますか。 

  それさえクリアできれば、実際にはそんなに難

しくないと思うのですが、そこは非常に難しい部

分かなと思います。 

  じゃ、この点についてはよろしいですか。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 ほかございますか。よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、すみません、次に移行させて

いただきます。 

  白丸の次になりますが、議会からの政策立案、

提言（政策形成サイクルについて）、これも資料

ありますが、前回我々は視察の対象として会津若
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松市議会に視察に行ったわけですけれども、それ

らを参考にして今回あらあら流れというものを、

今後進めていく中でどういったことが必要かとい

うので、ちょっとつくってみましたので、これに

ついても係長のほうからの説明をお願いいたしま

す。 

  係長。 

○関根議事調査係長 それでは議会からの政策立案、

提言（政策形成サイクルについて）によりまして

説明を進めさせていただきます。 

  まずは１番、那須塩原市議会における位置づけ

と申しますか、取り入れる姿勢を議会基本条例の

ほうから改めて組み直してみたのが１番でござい

ます。おおむね４つの流れがございまして、１つ

⑴として３条に議会としてという部分で独自政策

の立案、提言に取り組むというふうなこと、４条

に議員というふうな中で、ここでは直接政策の立

案、提言というふうにはありませんが、資質の向

上、それから研修活動というふうなのがあること、

それから５条に委員会として政策立案、提言を積

極的に行うものとされていること、それと⑷番６

条に会派として調査研究及び政策立案、政策提言

というふうな位置づけがあるというというふうな

ところが那須塩原市議会の位置づけ、取り組み姿

勢となっておるところでございます。 

  これまでの状況、検討条件につきましては、先

ほどのペーパーと同じですが、議会基本条例を検

証した中でのＰＤＣＡサイクルシートからの検証

課題改善点を今後の方向性になりますが、検証と

しては独自政策の立案に向けて調査研究は進んで

いるだろうと、一方で課題としてそのスキルが不

足しているんじゃないか。改善点として、法制、

司法に関するスキル向上を図る必要がある。それ

ともう一つ、政策の立案、提言方法をシステム化

しているようなところ、それと第１段階、第２段

階、第３段階という仕組みづくりをつくるという

ふうなこと、この２点が大きな改善点として示さ

れたところでございます。 

  ⑷番につきまして、今後の方向性ということで

すが、改善点の１つ目のぽちにつきましては、今

年度始めていますので、内部検証を含め一定の対

応を既に始めているところでございます。 

  ぽちの２つ目のところの独自施策の立案、提言

のためのマニュアル化づくり、つまりは先ほどの

システム化というふうな部分と、仕組みづくりと

いうふうなところが今後の課題なんだろうという

ふうに捉えているところでございます。 

  そんな課題を受けて、過日会津若松市議会を議

会運営委員会として行政視察し、⑴から⑷のテー

マについて行政視察をいただいたところでござい

ます。 

  この中で、特にこのテーマについては⑵の政策

形成サイクルについてという中で、課題発見から

政策立案までというところ、それと政策討論会の

設置というふうなところ、そして、政策提案へど

うつなげていくかというふうなところ、そんなと

ころが大きなテーマとして掲げられたものという

ふうに認識してございます。 

  その中で、今のところについて少し詳しく申し

上げますと、後ろの面を開いていただいて、この

会津若松市議会さんのほうから資料でいただいた

ものをそのままコピーして張りつけたものでござ

いまして、特徴的なところとしまして、意見交換

会を全てのスタートにするというふうな部分、そ

れから、政策討論会というふうなところを設ける

というふうなところが特徴として挙げられていた

かと思います。 

  その中で、４番にありますとおり、今後の具体

的な検討の方向性ということで、大きく最初に課

題のところ、改善点のところで申し上げたとおり、
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システム化というふうなところと、仕組みという

ふうなところの中で、一つは⑴にありますとおり、

政策立案、提言方法のシステム化ということで、

政策形成のためのシステムとしての組織だとか仕

組みづくりを検討していく必要があるのではない

か。例えば会津若松市議会さんでいうと政策討論

会というふうなところに当たるかと思います。 

  それと、②については政策形成における既存組

織等の役割の整理というふうなところで、先ほど

申し上げましたとおり、会津若松市議会さんでい

うと意見交換会を全ての政策提言のスタートに位

置づけているというふうなところでございます。 

  というふうな大きなシステムというところの話

と、⑵として政策立案、提言のためのマニュアル

化ということで、課題、問題等抽出してから調査

研究シート等の作成検討というところでございま

す。 

  これは、先ほど取組実行計画の中で、例えば目

標の一つとして議会からの独自政策の立案３件と

か、提言５件というふうな掲げ方はどうだろうと

いうようなことでご提案申し上げたところでござ

いますが、実際この立案だとか提言とかを数える

のが非常に難しい。難しいといいますのは、それ

が最終的に議会から出した条例とか、議会から出

した何かしらの形を持っているものであれば数え

るのは簡単なんですが、課題のところでも出まし

たとおり、調査研究は一定程度進んでいても、最

終的な条例まではいってない。今の仕組みの中で

はゼロか100かということで、100までいってない

と何もしていないようにも見えてしまう部分があ

りますので、こちらの⑵にありますとおり、調査

の状況を見える化して、それを活動指標のほうに

もはね返して、その中でどの程度進捗があるのか、

どの程度の取り組みになっているかというふうな

ところをわかりやすく明らかにする、そんな仕組

みもあわせて考えていく必要があるんではないか

というふうなものになってございます。 

  簡単ですが説明は以上でございます。 

○吉成委員長 ありがとうございました。 

  わかりやすくということで、今回はせっかく視

察に行きましたので、会津若松市議会における政

策形成サイクルについて、このような一つマニュ

アル的なもので出させていただきましたが、当然

これはあくまでも参考ということですから、今後

那須塩原市議会版のこのようなものをつくってい

かなければ当然ならないわけです。ですから、こ

の作業もそんなに簡単にできる作業ではないわけ

ですけれども、やはり今後についてはこれまで以

上に政策立案をし、また条例も提案していこうと

いうことになれば、もう明確なものは、フロー的

なものは当然ですけれども、そのほかに決めごと

も必要でしょうし、それからどういった組織で検

討を進めるか、そういったことも細かく決めてい

かなくちゃなりませんので、それらもお示しをな

るべく案がつくれれば、そういったものをお示し

をしながら、この協議の場で進めてまいりたいと

思いますので、その点もよろしくお願いをいたし

ます。 

  この点については何かございますか。 

  よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ次、続きまして、資料のほうを

ごらんになっていただきたいのですが、次に関し

ましては、文書質問についてということで資料を

検討しております。 

  これについても係長のほうから説明をお願いい

たします。 

  係長。 

○関根議事調査係長 それでは、文書質問について

というのをペーパーで説明をさせていただきます。 
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  文書質問については、ご存じのとおり、基本条

例の検証の中であり方を含めて検討するというよ

うなところでの評価となってございますので、制

度とこれまでの議論の整備という振り返り点のと

ころから議論を進めさせていただければと思って

ございます。 

  １番の⑴、改めてですが、文書質問とはという

ようなところでものの本によりますと、こちらに

書いてある３つが挙げられてございます。 

  その中で役割としましては真ん中のぽち、文書

質問は口頭による質問を補完する場合に認めるこ

とができるというふうにされているところでござ

います。 

  一方、那須塩原市議会における位置づけという

ふうなところを議会基本条例の中から見てみます

と、９条にその文書質問が位置づけられておりま

して、９条の３号の中で、議員は会期中または閉

会中にかかわらず、議長を経由して市長等に対し

文書質問を行うことができるというふうにされて

ございます。ただし、現在制度を運用するための

ルール、要綱ですとか規定等は設けられていない

状況にございます。 

  このような状況の中、今、申し上げた議会基本

条例を検証する中では、おおむね⑶にありますと

おり２つの部分での意見を頂戴してございまして、

大きく一つは条文は必要等とする意見、もう一つ

は条文は必要ない等とする意見でございます。 

  主な内容を拾い上げましたところ、条文は必要

とする意見につきましては、議長経由ではないが

既に行っている、執行部とのやりとりは文書質問

に当たっている、実施的にもうやっているんだよ

というような意見があったかと思います。 

  そのほか②につきましては、選択肢として残し

ておくべきだ、③として閉会中に議会として執行

部の公式見解を確認する手段として検討するべき

だというふうな主な意見があったかと思います。 

  一方で、必要ないとする意見としましては、一

般質問が40分、回数制限なしのため必要ない、文

書質問の目的、必要性がわかりにくいというふう

な意見があったように聞いております。というふ

うな議論の中で、検証結果はご存じのとおり段階

評価２、管理評価１というふうなところになって

ございます。 

  そのＰＤＣＡサイクルシートの中の改善点や方

向性については、最初のところともかぶりますが、

改善点として文書質問の必要性を検証し、実施に

当たっては円滑な運用を図るためのルールづくり

を検討する必要があること。方向性においては、

文書質問のあり方とあわせて執行部との調整や運

用方法のルールづくりについて調査研究を検討す

るというふうにされたところでございます。 

  後ろのページをごらんいただければと思います。 

  そのような中から、今後のあり方を考える中で、

改めて文書質問の役割機能、それから必要性を整

理させていただいたところでございます。 

  ⑴の表は、許可される質問の種類と役割という

ことで、説明するまでもございませんが、大きく

質問を一般質問、緊急質問、文書質問というふう

に分けてございます。 

  当然に、一般質問は会期中、緊急質問も会期中、

文書質問は会期中または閉会中というふうな整理

をしてございます。 

  許可される内容につきましては、どれも市の一

般事務にかかわるものになりますが、緊急質問で

あれば緊急その他、真にやむを得ないときという

ふうに限定されるほか、文書質問も各議会の規模

にもよりますが、おおむねそのような取り扱いを

しているのではないかと考えてございます。 

  許可に必要な手続に関しましては、通告が必要

な一般質問、それから議会の同意が必要な緊急質
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問、そして議会、議長を経由する場合などの文書

質問というふうなことになってございます。 

  これらの役割、機能を整理して申し上げますと、

破線で囲んでありますとおり、質問は原則として

会期中に一般質問により行うのが原則だと。ただ

し、緊急正当なる場合には、会期中に動議により

議会の同意を得て緊急質問を行うことになってお

ります。 

  ただ、緊急性があるにもかかわらず、会期中で

ない、または回答、答弁に時間を要する等の理由

で緊急質問ができない場合には、補完機能として

の文書質問が役割がある機能を果たすことはでき

る、そんなふうに整理してございます。 

  それをイメージ化したのが⑵の質問が許可され

る期間ということになってございまして、先ほど

申し上げたとおり、青、黄色の一般質問よりも緊

急質問のほうが当然緊急性が高く、さらに文書質

問は緊急性がさらに増すというふうな中で、大き

く横軸に文書質問、緊急質問、一般質問ができる

期間をカラーで表示しておりますが、より右へい

く質問のほど緊急性が高い、そういうふうに整理

できるのではないかというふうに考えてございま

す。 

  というふうな役割、機能がある中で、じゃ実際

に文書質問の必要性、実際問題どういうふうに使

えるのか、リアリティーがあるのかとうふうな部

分を考えてみたときに、必要な場面として水害、

地震等の災害時や事故等の責任問題発生時におい

て、執行部の公式見解や二元代表制の一翼を担う

議会の市民に説明するための情報を得る、そうい

った重要な事項を確かめる必要があるときの質問

手段として、必要性はあるのではないかというふ

うなところを挙げてございます。 

  具体的な事例としましては、３月の議会運営委

員会の中でも水道水の異臭問題、そんなところが

業務の中で出てきたとこだと認識してございます。 

  一方で、文書質問について必ずつきまといます

のがデメリットというふうな中で、先ほど申し上

げた質問の緊急性のあるもののみを補完的に使う

ことができるというふうな制度の理解が十分でな

いと、文書質問の内容、つまりは不必要な多発も

起こる可能性があり、実際ほかの団体でそのよう

な事例も見受けられるところでございます。そう

なりますと、文書質問の内容により行政が麻痺す

る可能性があるというふうなところもデメリット

として掲げられているところでございます。 

  これらの政治状況、デメリット、メリットを踏

まえて、３にありますとおり議会基本条例検証中

の論点について、今後の方向性をご議論いただけ

れば大変ありがたいと思ってございます。 

  説明は以上です。 

○吉成委員長 ありがとうございました。 

  これまで行ってきた議論があるわけですので、

それはもう振り返りながら考察に入れていただい

て、このような形で今回お示ししました。 

  特に、裏面のほうの２のほうの⑵の質問が許可

される期間、その前にもありますけれども、あと

は役割ということですね、そこの部分だと思うん

です。一般質問、この順位を見ていただくと、緊

急性ということですから、緊急性に関して言えば、

やはり一般質問というのは限られた年４回あるわ

けですから、緊急性がそう高いものではないわけ

です。動議を伴う緊急質問ということであれば、

これは当然緊急性があるから、動議をかけるわけ

です。それでも、それは当然会期中でありますの

で、会期中じゃなくて非常にこれは緊急性がある

といった場合に、今のところは我々には方法がな

いわけです。それを基本条例の中でうたっている

にもかかわらず、残念ながらその運用マニュアル

というのをつくってなかったもんですから、基本
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的にはやはり必要だよと。そのためにはマニュア

ルは必要で、この文書質問に対する当然理解も皆

さん協議していかなくちゃいけませんので、そう

いった観点から言って、最も緊急性が高いのが文

書質問というつくりにこれはなっているわけです。 

  ですから、今後この文書質問についてこれから

議論を当然進めていって、最終的には運用ルール

というのを決めていかなくちゃいけないと思うん

ですが、どっちにしても各会派でこれをもとに少

し意見交換をしていただいて、理解を深めていた

だいて、最終的な運用ルールまでたどり着いてい

きたいと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

  この点について何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 では続きまして、次の資料に移って

まいりたいと思います。 

  会期のあり方について、これについても係長の

ほうから説明をお願いいたします。 

  係長。 

○関根議事調査係長 こちらにつきましては、前回

11月22日の議会運営委員会の中でお示ししました

今後取り組むべき事項の整理についてという表の

中で、通年議会の調査研究及び検討としたところ

の内容でございます。 

  ただ、通年議会、議会の通年制の個別の議論、

個別の制度に入る前に、まずは会期のあり方を検

討していただいて、会期の今の課題とあるべき姿

をご議論いただいてから、それらの制度の具体的

な検討に入っていただくのがよろしいのではない

かというふうなことで、会期のあり方というふう

なテーマで今回のペーパーをおつくりしてござい

ます。 

  それでは、説明させていただきます。 

  １番にあります会議、会期の現状というところ

はこちらに書いてあるとおりでございます。 

  ２番の現在の会議、会期の課題としまして、一

つは概念的なところで、会議の招集権が市長にあ

る、つまりは二元代表制の一翼を担う議会のスタ

ンスとしてどうかというふうな課題が⑴番の意味

合いでございます。 

  ⑵番以降は実務的な実質的なところになってご

ざいまして、定例会は３カ月に１度のため、行政

視察を展開しているのがおくれるおそれがある。 

  ⑶専決処分、地方自治法第179条の専決処分で

すが、こちらのように議会の審議を経ずに意思決

定がされる場合があること、それからこれも中村

先生の先日の研修にもあったかたと思いますが、

災害や事故等の緊急対応について議会が関与であ

ったり内容を確認することは困難というふうなと

ころが課題として挙げられているところでござい

ます。 

  これらへの対応としまして、大きな考え方の中

では、⑴については、議長が主導的に議会を開催

できる仕組みを導入することで対応できるのでは

ないか。⑵から⑷につきましては、会期を長くす

る、今23日というふうに平均で書いてありますが、

これを24、25というケースもあるでしょうし、通

年議会でいけばずっとというケースもあるでしょ

うし、会期の通年制のように、例えば１カ月に１

回とか、そんなケースもあるとは思いますが、ま

た追加で設ける、そういった仕組みを導入という

ふうなところが大きなところでの対応として考え

られるのではないかというふうなのが３番でござ

います。 

  では、その⑵から⑷の課題に対応する部分、会

期を長くする、追加で設けることについてのメリ

ット、デメリットを整理しましたのが４番のとこ
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ろでございます。 

  メリットとしましては、議決の機会、タイミン

グがふえますので、意思決定、施策展開のスピー

ドアップが図れるのではないか。 

  ⑵番につきましては、専決処分が減少すること

により、議会による意思決定が増加するのではな

いか。 

  ⑶につきましては、緊急対応への関与が増加す

るのではないかというようなところでございます。 

  一方で、デメリットとしまして、執行部職員の

議会対応、事務量の増加。それから議会対応に時

間がとられることによって、結果的に市民サービ

スの提供者であります執行部の行政市民サービス

提供のマイナス影響が生じるのではないか。そん

なところが議論としては整理されているところか

と思います。 

  そのような中で、会期を長くする、追加で設け

ることの必要性、現実にどのような利点があるの

か、リアリティーがあるのかというような部分を、

少し具体的な事例で整理しましたものが５番でご

ざいます。 

  ⑴番につきましては、補正予算の議決及び事務

事業執行スピードアップでございます。 

  事例として２つ掲げてございます。 

  例えば当初予算編成を３月に補助内示があって

の補助事業の予算計上と事務事業執行の場合、こ

れは当然に当初予算に計上されてないというよう

な場合でございます。現状としましては、ことし

の６月補正にもあったかと思いますが、６月定例

会に補正予算を上程、議決し、実質的に７月から

事業実施をするというふうなのが現行の対応かと

思います。これを会期を長くする、または追加で

設けることによって、早期の補正予算議決と事務

事業執行が可能なのではないか。 

  同じように、事例の②で言いますと、国の景気

対策による補正予算が編成されたような場合、現

状ですと次の定例会まで待つか、市長のものにつ

いては予備費とか専決ですとか、臨時会が開かれ

て対応されているところかと思いますが、これに

つきましても、先ほどと同じようなメリットも考

えられるのではないかというような予算上のメリ

ットというような部分でございます。 

  後ろを見ていただきまして、ただし、ポイント

として考えていますのは、ちょっと中村先生の講

義の内容と若干違うところもあるんですが、例え

ば補正予算の上程については執行部職にとって特

に財政のものですとかその部門にとっては事務負

担となるほか、議会対策の担当課の議会対策の準

備、対応にも多くの時間を費やされております。

このため、災害時の緊急対応に係るものは、分け

て検討する必要があるのではないか、つまりそこ

については専決を部分的に認めるとか、そういっ

たことも分けて議論を整理する必要があるのでは

ないかということをポイントとして掲げてござい

ます。 

  その理由、視点としまして、会期を長くする、

追加で設けることのアウトプットは議会による意

思決定、議決がふえるというようなことでござい

ますけれども、これは中村先生のお話にあるとお

り、その先に見せるもの、意図するところはある

とアウトカムの部分でやって、それは市民サービ

スの向上でありますので、マイナス影響とのバラ

ンスを十分に見極めた上で、さきほど部分的に例

外扱いをするとか、そういった検討をすることが

非常に大切になってくるのではないかというふう

にポイントとして掲げさせていただいたところで

ございます。 

  ⑵としまして、計画の議決より実施のスピード

アップということで、事例として２つ掲げさせて

いただきました。○○計画というふうにあります
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が、今年度の中で言いますと、早いころにありま

した導入促進計画というのが産業観光部サイドか

らあったかと思います。その計画を市が申請しな

いと、市内の事業者さんが有利な補助を活用でき

ませんよというふうなおおむねの内容であったか

と思います。それにつきまして議会基本条例11条

による取扱い等をこの議会運営委員会で審査して

いただいたところですが、現状ですと次の定例会

まで待てない場合は全協で報告したり、そのよう

な内容の言葉が11条の説明の中でもあったように

記憶しております。 

  そういうわけで、全協で報告というふうなこと

に現状なりますが、会期を長くする、追加すると

いうふうなことであれば、早期の議決と国への提

出、計画の適用が可能になりますので、全協への

報告ではなくて、議会の審議に議決というような

ところを得られる可能性が高まるのではないかと

思っております。 

  ②にありますのは、同様に団体との協定につき

ましても早期の締結により早期の適用が可能では

ないかと考えておりますが、これも先ほど申し上

げたポイントと同じように、個別具体の例の中で、

何から何までというふうな形にしてしまうと、場

合によってはマイナス影響があるのではないかと

いうようなところがありますので、そこは慎重に

議論していただいたほうがよろしいのではないか、

そんなふうに考えてございます。 

  それと⑶番につきましては、契約の議決及び事

業実施のスピードアップということで、大規模な

工事請負契約の本契約を締結する場合、仮契約を

本契約にする場合、議会の議決が必要となってい

るケースがございます。 

  現状では、次の定例会まで待つか、臨時会を開

くかというふうなことになっておりますが、会期

を長くする、追加することで、早期の本契約の締

結と事業着手が可能になるのではないかというふ

うなメリットが考えられるところでございます。

ただし、これにつきましてもポイントで考えたと

ころは、同様の対応をする必要があるのではない

かというふうに考えております。 

  これら具体的な制度の必要性、リアリティーな

んかを検討した中で、今後の方向性としまして、

⑴として二元代表制の一翼を担う議会の役割、ス

タンスを反映させるような仕組みの検討、それか

ら⑵としまして、これも先ほどポイントで申し上

げましたが、アウトカムが市民福祉の向上ですの

で、それに十分留意した上で、先ほど４番で出て

きました会期を長くすることのメリットを最大化

し、一方でデメリットを最小化するような仕組み

と運用ルールをできるだけ個別部隊に研究検討し

ていくというふうなことを掲げております。 

  なお、⑶にありますとおり、アウトカム、イコ

ール市民福祉の向上の観点ですので、市民サービ

スの提供になる執行部と業務調整を実施すること

が不可欠ではないか、そんなふうに考えてこのよ

うなペーパーとしたところでございます。 

  説明は以上です。 

○吉成委員長 ありがとうございました。 

  もうこの会期のあり方についてということで、

この件に関しては、前回の議会活性化検討特別委

員会の中で検討を次の議会ということをテーマに

して行ってきたわけですが、前回に関しては見送

りということになっておりました。 

  君島議長のほうから提案がありまして、改めて

検討してほしいということでしたので、これに関

しましてはこの基本条例の検証の中で出てきた項

目ではなく、議長のほうから提案された中でのざ

っくばらんに言えば会期のあり方と、その一つの

方法として通年議会であったり会期の通年制であ

ったり、それから神戸市議会みたいに会期を２期
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に分けているようなところもあるわけです。それ

らの議論を今後進めてまいりたいと思います。 

  ただし、前回もお示しをさせていただいたよう

に、これは緊急的に決められることではございま

せんので、少し長いスパンを考えていただいて、

我々は４月いっぱいということになりますが、そ

の先の新たな議会運営委員会等で検討していただ

くということですので、我々の議員の会期の中で

の検討というようなことになってまいると思いま

す。 

  これについても改めてまた協議を十分していた

だいた中で、方向性を見出していきたいと思いま

すので、この点もよろしくお願いします。 

  これらについてはよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 では、以上とさせていただきます。 

  それでは、⑶のその他についてにまいりたいと

思います。 

  その他に関しまして事務局のほうからございま

すか。 

  補佐。 

○田野議事課長補佐 それでは、来年の３月の定例

会に提出予定の議会発議提出させていただく議案

についてご説明させていただきます。 

  平成30年人事院勧告に伴う議員の期末手当の改

正の実施についてでございます。 

  趣旨についてでございます。平成30年の人事院

勧告に基づきまして期末手当を改正するため、関

係条例の一部を改正するものでございます。 

  ２番の平成30年の人事院勧告の内容でございま

すが、ボーナスを引き上げ0.05カ月でございます。

民間の支給状況等を踏まえまして、議員の期末手

当を引き上げるものでございます。 

  次に、市の職員につきましては、今回の12月の

今期の定例会におきまして改正し、可決を見てい

るところでございます。 

  本市議会の対応としましては、３月の定例会に

期末手当の支給月数の改正を行いまして、期末手

当の月数を0.05カ月引き上げます。今年度につき

ましては、12月分に支給するべき期末手当の部分

を0.05カ月と引き上げるものでございます。その

分につきましては、３月に差額分として支給する

ものでございます。 

  31年度以降につきましては、期末手当年額の改

正を受けまして年額3.35月のうち、６月と12月の

期末手当が均等になるように、1.675月ずつにな

るように配分するような改正のほうを考えており

ます。 

  改正する条例につきましては、那須塩原市議会

の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

改正を行うものでございます。 

  以上でございます。 

○吉成委員長 ありがとうございました。 

  実際には３月、委員長が出すということなんで

すが、やはり例規審査等もいただかなくちゃいけ

ませんので、改めてきょう説明を聞かせていただ

きましたので、その点よろしくお願いいたします。 

  そのほかございますか。 

  課長。 

○小平議事課長 平成32年１月21日、任期満了に伴

う市長選がございます。市長の任期なんですが、

32年１月21日火曜日までとなってございます。こ

の任期に対して、選挙を平成31年12月22日日曜日

から、平成32年１月20日月曜日の間に行うことと

なっております。 

  これにつきましては、選挙管理委員会事務局の

ほうからお願いでございます。 

  それで、12月22日から１月20日月曜日の間で選

挙日程を組む中で、この資料２ページをお開きく

ださい。真ん中辺にメリット、デメリットが書い
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てあります。 

  12月20日はちょっと省かせていただきます。12

月29日に選挙日を設定すると、世の中全般が年末

年始休暇となり、選挙ムードが薄れ、投票率低下

が懸念。 

  １月５日について設定しますと、12月29日が告

示日となることから、選挙期間が年末年始期間と

なり、想定しづらい。 

  １月12日に想定しますと、３連休の中日になる

ため、観光やレジャーに出かけることが予測され、

投票率低下が懸念されます。 

  １月19日になりますと、告示日が３連休中日と

なることから、入場券の到着が水曜日以降と遅く

なる懸念があるということで、それで12月22日で

すけれども、３連休中日のため、観光やレジャー

に出かけることが予測され、投票率低下が懸念さ

れるということになっておりますが、12月23日に

つきましては、本来天皇誕生日で祝日となったわ

けなんですが、来年度31年４月30日施行の天皇誕

生日の改正で、12月23日は祝日にならないという

ことが決定しておるとのことでございます。そう

いったことから、12月22日については３連休中日

ではなくなるということで、デメリットが消滅す

るということで、選挙管理委員会といたしまして

は、12月22日を市長選挙にしたいということでご

ざいました。 

  12月22日が選挙となりますと、12月の定例会が

関係してくるわけなんですが、12月の定例会、来

年度なんですが通常どおりいきますと11月29日金

曜日が開会となりまして、12月19日水曜日が最終

日になります。そうしますと、市長選挙の告示日

が15日ということで、議会開会中に告示日が重な

ってしまうということから、選挙管理委員会のほ

うから12月定例議会については１週間前倒しして

もらえないかということで、本来11月29日金曜日

の開会のところを、11月22日金曜日開会でお願い

できないかということで相談がございました。 

  11月22日金曜日が開会になりますと、閉会につ

きましては12月12日木曜日となるということで、

告示日の15日前には閉会できるという形になりま

す。 

  これにつきまして、本来は11月29日でございま

すが、できれば11月22日でお願いしたいというこ

とで諮っていただければと思っています。 

  それから、あわせまして、来年度５月に臨時議

会がございます。議長選、副議長選、各委員会の

改選等を伴う臨時会が５月に予定されています。 

  後ろにもカレンダーがあるんですけれども、来

年は４月５月と10連休、４月27日から５月６日ま

で10連休となることが決定されております。本来

５月の臨時会につきましては、連休明けの金曜日

に行われているわけなんですが、今回そのような

形、10連休の後ということになりますと、３日間

しか準備するところができません。そういったこ

とから、こちらにつきましても15日過ぎ、このあ

たりで臨時会を開催してみてはという案がありま

すので、よろしく審議していただければと思いま

す。 

  それが以上です。 

○吉成委員長 ありがとうございました。 

  今、２点にわたって説明をいただきました。 

  １点目に関しましては、市長選挙に伴う来年度

の12月議会の日程変更のお願いが選挙管理委員会

のほうからありました。その説明をいただいたわ

けです。 

  やむを得ないのかなという気がいたします。こ

としと同じようにやれば12月18日が最終日という

ことになりますので、そうすると22日が投票日と

いうことでいきますと、15日が告示になってしま

いますので、議会中の告示というのはちょっとこ
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れはふぐあいがあるんじゃないかなという気がい

たしますので、この点についてそれぞれ会派のほ

うで検討していただければと思います。 

  それからもう一つ、来年の臨時議会に関するや

はり提案だったんですが、本来であればもう少し

早い時期に臨時議会はこれまで開催されてきたわ

けですが、来年は５月が10連休ということがあり

ますので、それらを加味するとやはり日程的には

少し変更して、理想としては５月15日水曜日、こ

こを臨時議会の予定日としたいという提案ござい

ました。 

  これについても各会派で協議をしていただいて

決めていきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

  今、３つに関しまして説明をいただきましたが、

何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 それでは⑶のその他で皆さんからご

ざいますか。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 今、いろんな形で会派のほうで検討す

るということになっていますけれども、いつまで

にこれはこっちに戻すんですか。 

○吉成委員長 大きな４のほうで説明をしようかな

と思ったんですが。 

○佐藤委員 わかりました。 

○吉成委員長 それではいいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○吉成委員長 ４のその他について。 

  今後、今、決めなくちゃいけない点に関しまし

ては、議会最終日前の18日に議会運営委員会を開

催したいと思います。その中で、今、提案をさせ

ていただいた来年の12月議会の日程の決定、それ

から来年度５月の臨時議会の日程の決定をしてい

きたいと思います。 

  それとあわせて、タブレットの端末使用の基準、

これについても当然協議はしますけれども、協議

を18日にして本決定にしていきたいと思いますの

で、その３点まずはお願いします。 

  あとは、先ほどるるさまざまな説明をさせてい

ただきましたが、それについての会派での意見交

換、協議はしておいていただければと思いますの

で、あわせてお願いをいたします。 

  大きなその他、皆さんからございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○吉成委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○吉成委員長 それでは、ちょっと長時間になって

しまいましたが、以上をもちまして議会運営委員

会を終了させていただきます。 

  大変にありがとうございました。 

 

散会 午前１１時３５分 

 


